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１．はじめに 

 令和８（2026）年４月３日、「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員

及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案」（閣法第50号）が閣議決定され、国会に提出

された。本法律案は、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官

等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と

理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が

予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講

ずるものである。 

本稿では、本法律案提出の背景となる予備自衛官等の制度をめぐる状況を概観した上で、

本法律案の概要を紹介することとしたい。 

 

２．予備自衛官等の制度の概要 

 国家の緊急事態に必要になる大きな防衛力を日頃から保持することは効率的でないため、

事態の推移に応じて必要な自衛官の所要数を早急に満たすことができる予備の防衛力が必

要になる。そこで、我が国では、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度を

設け、常備自衛官を補完している。予備自衛官及び即応予備自衛官は自衛官経験者等が対

象であり、予備自衛官補は自衛官未経験者等が対象である。 
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 司法制度改革によって、国内の弁護士数は、この20年で倍以上となり、現在、４万数千

人ほど（2025年３月末時点で46,243人）であるが、その約６割が東京都と大阪府に集中す

るなど、都市部への偏在ぶりが著しい。都市部から離れた多くの地域において、逆に弁護

士過疎の状況が生じている。 

 日弁連では、地方裁判所支部管轄区域を単位として、登録弁護士が全くいない地域を弁

護士ゼロ地域、１人だけの地域を弁護士ワン地域、これらを併せて弁護士ゼロワン地域と

呼び、こうした地域に日弁連ひまわり基金による公設事務所の設置を進めてきた。日本司

法支援センター（法テラス）による地域事務所の設置と相まって、1993年時点で74箇所あ

った弁護士ゼロワン地域は、現在、弁護士ワン地域が１地域残っているのみである。 

 とはいえ、全国で203ある地方裁判所支部管轄区域のうち約５割の地域で弁護士数が１

桁にとどまっており、こうした地域では、やはり弁護士が足りていないと言わざるを得な

い。近くに弁護士事務所がないことで、法的な困りごとについて弁護士に相談したり、解

決を依頼したりすることをあきらめ、泣き寝入りする人が大勢いるのではないか。 

 ところで、法テラスでは、よく知られている情報提供業務、民事法律扶助業務、国選弁

護等関連業務などを行うが、これらとともに「司法ソーシャルワーク」を推進している。

これは、高齢、障害、生活困窮等の理由で自ら法的援助を求めることが難しい方々につい

て福祉機関等と協働しながらアウトリーチし、その方々が抱える様々な問題の総合的な解

決を図る取組である。また、そのようなアプローチが可能となるように、地方公共団体、

福祉機関等と連携しながら地域の体制整備も行っている。この取組の主たる担い手は法テ

ラスの常勤弁護士（スタッフ弁護士）であるが、各地域で連携体制が整い、法的ニーズの

掘り起こしが進めば、その依頼を引き受ける相応の人数の契約弁護士が必要となる。この

取組にはまだまだ地域差がある。高齢化率の高い地域や大災害の被災地での潜在的なニー

ズは大きいと考えられるが、弁護士過疎の状況では困難が伴う。住む地域によって享受で

きる法的サービスに差がつく現状は望ましくなく、弁護士過疎の解消が急がれる。 

 現状を少しでも改善するには、弁護士過疎対策が必要な地域で開業する場合の経営面の

不安を軽減する策が必要だ。日弁連はそのための経済的支援制度を用意しているが、法テ

ラスにおいても、条件整備のため、民事法律扶助や国選弁護に係る弁護士報酬について大

幅に増額する方向での基準の見直しを行ってはどうか。また、法テラスは、地域事務所の

増設やスタッフ弁護士の増員にもっと積極的に取り組む必要があるのではないか。その後

押しとなるような思い切った国費の投入が求められる。 

 

求められる弁護士過疎の解消 
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予備自衛官等には、招集中に必要な被服が貸与され、訓練出頭のための往復旅費及び食

事が支給される。また、公務に起因する負傷、疾病、障害又は死亡の場合の災害補償は、

自衛官と同様に実施される。予備自衛官等の身分は、非常勤の特別職国家公務員である。 

 

（１）予備自衛官制度の概要 

 予備自衛官制度は、自衛隊発足と同じ昭和29（1954）年７月に陸上自衛隊に導入され、

昭和45（1970）年５月に海上自衛隊に、昭和61（1986）年12月に航空自衛隊にそれぞれ導

入された。 

予備自衛官は、防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令を受けて自衛官と

なり1、第一線の部隊が出動した後の駐屯地の警備、後方支援、避難住民の救護・誘導等、

災害救助活動等の任務に当たる。令和７（2025）年３月31日現在、現員は31,744人である。 

予備自衛官の採用年齢は、退職時の階級に応じ、１佐から３曹が62歳未満、士長から２

士が55歳未満となっている。任期は３年であり、継続任用が可能である2。任用可能な上限

年齢は65歳未満であるが、予備自衛官（技能）の一部（衛生、陸上自衛隊の整備・電気・

建設・放射線管理、海上自衛隊の船舶、航空自衛隊の語学）を対象に任用可能な上限年齢

が試行的に廃止されている。予備自衛官の階級は、元自衛官、元予備自衛官、元即応予備

自衛官については、原則として退職時の階級が指定され、後述の予備自衛官補から任用さ

れる場合には、２士（一般）又は技能資格や経験年数に応じて２佐から３曹（技能）が指

定されることになっている。訓練日数は、年５日で運用されている3。 

予備自衛官には、防衛招集、国民保護等招集及び災害招集に応ずる義務を負っているこ

とに対して、予備自衛官になった月から予備自衛官でなくなった月まで、毎年２月、５月、

８月、11月の各月に月額13,100円の予備自衛官手当が支給される。また、訓練招集命令に

応じなければならないことから、招集に応じて訓練に従事することに対して、訓練招集に

応じた期間１日につき11,600円の訓練招集手当が支給される4。さらに、３年の任期を良好

な成績で勤務すると、勤続報奨金として70,000円が支給される。 

 

（２）即応予備自衛官制度の概要 

即応予備自衛官制度は、平成10（1998）年３月、予備自衛官よりも即応性の高い制度と

して陸上自衛隊に導入された。 

即応予備自衛官は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集

命令を受けて自衛官となり、あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において、常備自衛

官と同様の任務に当たる。令和７（2025）年３月31日現在、現員は3,859人である。 

即応予備自衛官の採用年齢は、退職時の階級に応じ、２尉から１曹が53歳未満、２曹及

び３曹が52歳未満、士長及び１士が50歳未満となっている。任用可能な上限年齢は、自衛

 
1 平成14（2002）年３月に招集区分に災害招集が追加された。 
2 継続任用時に65歳に達する日までの間が３年に満たない場合には、３年未満の任用期間を設定できる。 
3 自衛隊法では、第71条第３項において、１年を通じて20日をこえないものとされている。 
4 予備自衛官補（一般）から任用された予備自衛官が即応予備自衛官となるための訓練招集に応じた期間につ

いては、１日につき13,900円が支給される。 
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官の定年年齢となっている。任期は３年であり、継続任用が可能である5。即応予備自衛官

の階級は、原則として、元自衛官及び元予備自衛官の退職時の階級が指定されることになっ

ている。訓練日数は、年30日である。 

即応予備自衛官には、防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集に応ずる義

務を負っていることに対して、即応予備自衛官になった月から即応予備自衛官でなくなっ

た月まで、毎年２月、５月、８月、11月の各月に月額19,700円の即応予備自衛官手当が支

給される。また、訓練招集命令に応じなければならないことから、招集に応じて訓練に従

事することに対して、訓練招集に応じた期間１日につき、階級に応じて18,200円（１士）

～27,200円（２尉）の訓練招集手当が支給される。さらに、３年の任期を良好な成績で勤

務すると、勤続報奨金として215,000円が支給される。 

 

（３）予備自衛官補制度の概要 

予備自衛官補制度は、主として自衛官未経験者を予備自衛官補として採用し、所定の教

育訓練を経た後、予備自衛官として任用する制度であり、平成14（2002）年３月に陸上自

衛隊に、平成28（2016）年５月に海上自衛隊に導入された6。 

予備自衛官補には、駐屯地の警備や後方支援等の任務を実施する予備自衛官になる一般

のコースと医療従事者や語学要員等の予備自衛官になる技能のコースがある7。一般の場合

は３年以内に50日間、技能の場合は２年以内に10日間、教育訓練に参加し、必要な知識や

技能を修得し、教育訓練を修了すると予備自衛官に任用される8。令和７（2025）年３月31

日現在、現員は3,030人である。 

予備自衛官補の採用年齢は、一般の場合は18歳以上52歳未満、技能の場合は18歳以上で

技能区分に応じ53歳から55歳未満となっている。 

予備自衛官補は、教育訓練招集命令に応じなければならないことから、招集に応じて教

育訓練に従事することに対して、教育訓練招集に応じた期間１日につき9,300円の教育訓

練招集手当が支給される。 

 

（４）予備自衛官及び即応予備自衛官の活動状況 

予備自衛官及び即応予備自衛官は、地震や台風等の際に招集され、活動に従事している。

東日本大震災（2011年）、令和元年東日本台風（2019年）、令和２年７月豪雨（2020年）及

び能登半島地震（2024年）においては予備自衛官及び即応予備自衛官が、熊本地震（2016

年）、平成30年７月豪雨（2018年）及び北海道胆振東部地震（2018年）においては即応予備

 
5 継続任用時に自衛官の階級に応じた定年年齢までの間が３年に満たない場合には、３年未満の任用期間を設

定できる。 
6 令和６（2024）年８月の第３回人的基盤の抜本的強化に関する検討委員会（中間報告）では、令和８（2026）

年度以降に航空自衛隊に予備自衛官補制度を導入することが提言されている。 
7 技能区分は、衛生、語学、整備、サイバー（システム防護）、情報処理、通信、電気、建設、放射線管理、法

務、人事、船舶である。 
8 ３年以内という教育訓練の終了期間は２年延長することができる。なお、予備自衛官全体の約１割が予備自

衛官補から予備自衛官に任用されている。一般のコースの予備自衛官補から予備自衛官となり、所定の教育

訓練を修了した場合、即応予備自衛官になることも可能である。 
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自衛官が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための救援に係る災害派遣（2020

年）においては予備自衛官が招集されている。 

東日本大震災において、即応予備自衛官は、主に被災３県の沿岸地域に派遣され、給水

支援や入浴支援、物資輸送等の活動に従事するとともに、行方不明者の捜索活動も行った。

予備自衛官は、救援活動に携わる米軍の通訳、医療、部隊の活動の拠点となった駐屯地に

おける業務等に従事した。即応予備自衛官は1,352人、予備自衛官は294人が招集された。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための救援に係る災害派遣においては、

医師や看護師の資格を有する予備自衛官が招集され、自衛隊病院等における医療支援等に

従事した。能登半島地震においては、交代要員を含めると、医師や看護師の資格を有する

予備自衛官20人が巡回診療に従事し、即応予備自衛官183人が物資輸送に従事した9。 

 

３．予備自衛官等の充足率の状況 

予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の最近の充足率は、それぞれ、図表１、

図表２及び図表３のとおりである。 

 

図表１ 予備自衛官の充足率 

 
（出所）防衛省資料 

 

図表２ 即応予備自衛官の充足率 

 
（出所）防衛省資料 

 

図表３ 予備自衛官補の充足率 

 
（出所）防衛省資料 

 

防衛省によると、予備自衛官等の充足率については、改善傾向に転換してきているとさ

れている10。具体的には、令和６（2024）年12月20日に取りまとめられた「自衛官の処遇・

勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」策定以降11、予備自衛官等の

 
9 招集に応じた予備自衛官のうち16人、即応予備自衛官のうち21人は、予備自衛官補から任用されている。 
10 第５回自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議（2025年６月10日）

資料 
11 同基本方針は、令和６（2024）年10月に内閣総理大臣を議長として設置された自衛官の処遇・勤務環境の改

善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議が取りまとめたものである。令和７（2025）年度中に行

われた４．（２）の処遇改善策や（３）カの予備自衛官事業継続給付金はこれを踏まえた施策である。 

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
充足率 68.0% 69.2% 70.7% 70.9% 71.8% 69.7% 69.8% 69.6% 67.7% 66.3%

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
充足率 55.9% 54.5% 53.6% 53.4% 53.4% 52.5% 51.6% 50.7% 49.5% 48.4%

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
充足率 65.2% 68.2% 68.3% 67.1% 59.7% 55.7% 54.7% 53.7% 57.0% 65.6%
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志願や継続の意欲が向上しているとされる。自衛官を退職する際の予備自衛官等への志願

者は、令和６（2024）年度（12月から３月）において、前年度同時期比約10％増加してい

る。また、現役予備自衛官等の任期満了時の継続任用者は、令和６（2024）年度（12月か

ら３月）において、前年度同時期比約30％増加している。さらに、予備自衛官補の充足率

は、令和６（2024）年度において、前年度から９ポイント向上している（図表３参照）。 

 

４．予備自衛官等に係るこれまでの主な施策 

（１）任用の拡充等 

ア 予備自衛官等の採用要件等の見直し 

予備自衛官については、平成30（2018）年10月に士長以下の採用の年齢要件が37歳未

満から55歳未満に引き上げられたほか、令和７（2025）年４月には３曹以上の採用の年

齢要件が階級ごとの自衛官の定年年齢に２年を加えた年齢に満たない者から62歳未満に

引き上げられた。 

即応予備自衛官については、平成30（2018）年10月、士長以下の採用の年齢要件が32

歳未満から50歳未満に引き上げられた。 

予備自衛官補については、令和６（2024）年１月、予備自衛官補（一般）の採用の年

齢要件が18歳以上34歳未満から18歳以上52歳未満に緩和された。 

イ 予備自衛官及び即応予備自衛官の継続任用期間の柔軟化 

  令和６（2024）年８月から、予備自衛官及び即応予備自衛官の継続任用時に、当該予

備自衛官等の年齢が任用できる上限まで３年に満たない場合であっても３年を超えない

範囲で任用できるようになった12。なお、任用できる年齢の上限は、予備自衛官について

は65歳未満、即応予備自衛官については自衛官の定年年齢となっている。 

ウ 一般公募予備自衛官から即応予備自衛官への任用 

平成31（2019）年４月、一般公募予備自衛官のうち13、即応予備自衛官への任用を志願

する者に対し、所定の教育訓練を行い、基本特技を修得した者を即応予備自衛官に任用

する制度が開始された。 

エ 予備自衛官補（技能）の技能区分の拡大 

予備自衛官補制度の導入以降、技能の種類は順次拡充されてきたが、最近では、平成

28（2016）年度に海上自衛隊に海技士の資格を有する予備自衛官補（技能）が導入され

るなどの拡充が行われたほか、令和３（2021）年度には陸上自衛隊の技能の種類に臨床

工学技士や歯科衛生士等が、令和４（2022）年度には陸上自衛隊の技能の種類にサイバー

（システム防護）及び保育士が追加された。 

オ 予備自衛官補の教育訓練の修了期限の延長期間の拡大 

予備自衛官補は、３年以内に50日の教育訓練を受けることとなっており、３年という

修了期限は１年延長することができたが、令和６（2024）年５月、延長できる期間が１

 
12 自衛隊法第68条及び第75条の８ 
13 一般公募予備自衛官とは、予備自衛官補（一般）から任用された予備自衛官のことをいう。 
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年から２年に拡大された14。 

 

（２）処遇改善策 

ア 予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の引上げ 

  予備自衛官手当は、令和７（2025）年９月に月額4,000円から月額12,300円に、令和８

（2026）年４月に月額13,100円に引き上げられた15。即応予備自衛官手当は、令和７（2025）

年９月に月額16,000円から月額18,500円に、令和８（2026）年４月に月額19,700円に引

き上げられた16。 

イ 訓練招集手当等の引上げ 

予備自衛官の訓練招集手当は、令和７（2025）年９月に日額8,100円から日額11,000円

に、令和８（2026）年４月に日額11,600円に引き上げられた17。即応予備自衛官の訓練招

集手当は、令和７（2025）年９月に日額10,400円～14,200円から日額17,100円～26,300

円に、令和８（2026）年４月に日額18,200円～27,200円に引き上げられた。 

予備自衛官補の教育訓練招集手当については、令和３（2021）年４月に日額7,900円か

ら日額8,200円に、令和４（2022）年４月に日額8,500円に、令和５（2023）年４月に日

額8,800円に、令和８（2026）年４月に日額9,300円に引き上げられた。 

ウ 勤続報奨金の対象拡大と支給額の引上げ 

勤続報奨金は18、安定的に人員を確保し、中途退職の抑制を図るとともに、できるだけ

長期間勤めることを奨励するための施策として、即応予備自衛官の制度導入当初から設

けられている。１任期（３年）を成績良好に勤務した場合に支給される勤続報奨金は、

令和７（2025）年９月から、予備自衛官も支給対象に加えられ、予備自衛官には１任期

につき70,000円が支給されることになった。あわせて、即応予備自衛官の勤続報奨金が

１任期につき120,000円から215,000円に引き上げられた。令和６（2024）年度の即応予

備自衛官に対する支給実績は、１億1,592万円である。 

エ 任期制自衛官退職時進学支援給付金制度の拡充 

令和３（2021）年度から、任期制自衛官として任期満了まで勤務し、国内の大学等に

進学して在学中に予備自衛官又は即応予備自衛官に任用されている場合、進学支援給付

金が支給されている。令和６（2024）年度に支給対象となる機関に専門職大学が追加さ

れ、令和７（2025）年度には大学院、短期大学専攻科、高等専門学校専攻科及び専修学

校が追加された19。進学支援給付金の年額は、予備自衛官40,000円、即応予備自衛官

 
14 自衛隊法第75条の10 
15 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の３。予備自衛官手当は、令和７（2025）年以前は、昭和29（1954）

年に1,000円、昭和42（1967）年に1,500円、昭和47（1972）年に2,000円、昭和54（1979）年に3,000円、昭

和62（1987）年に4,000円となっている。 
16 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の４ 
17 予備自衛官の訓練招集手当は、令和７（2025）年以前は、昭和29（1954）年に70円、昭和38（1963）年に150

円、昭和42（1967）年に200円、昭和46（1971）年に275円、昭和48（1973）年に375円、昭和50（1975）年に

550円、昭和52（1977）年に4,000円、昭和56（1981）年に4,700円、昭和63（1988）年に5,600円、平成６（1994）

年に8,100円となっている。 
18 自衛隊法第72条の２及び第75条の８ 
19 専修学校については専門課程のうち高度専門士が付与される課程。 
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240,000円であったが、令和５（2023）年度に予備自衛官45,000円、即応予備自衛官271,000

円、令和６（2024）年度に予備自衛官48,000円、即応予備自衛官291,000円、令和７（2025）

年度に予備自衛官356,000円、即応予備自衛官535,800円となっている。令和６（2024）

年度の支給実績は、約336万円である。 

 

（３）雇用企業の理解と協力を得るための施策等 

ア 即応予備自衛官雇用企業給付金 

即応予備自衛官が年間30日間の訓練招集や予測困難な災害等招集に応じるためには、

雇用する企業も休暇制度等の整備、業務ローテーションの変更、顧客への影響等の負担

を負うことになる。そこで、平成10（1998）年３月から、雇用時の支援として、即応予

備自衛官が訓練及び災害等招集にいつでも出頭できる環境を整えられるよう、雇用企業

に即応予備自衛官雇用企業給付金が支給されている20。給付金は、即応予備自衛官１人当

たり月額42,500円、年額510,000円である。令和６（2024）年度の支給実績は、約10億7,793

万円である。 

イ 予備自衛官等協力事業所表示制度 

  雇用時の支援として、事業所が予備自衛官等の雇用を通じ、社会貢献を果たしている

ことを防衛省として認定・称揚することで制度に対する社会的な関心・理解を深め、同

制度の円滑な運営に資することを目的とした制度であり、平成27（2015）年12月から開

始されている。大臣認定協力事業所と地本長認定協力事業所の２種類があり21、令和６

（2024）年度の認定実績は、大臣認定が32件、地本長認定が101件である。 

ウ 雇用主に対する情報提供制度 

熊本地震における即応予備自衛官の招集実績を踏まえ、予備自衛官等の招集に係る予

見可能性を高めることが雇用主にとって一層重要になるとの考えの下、平成29（2017）

年９月、平常時の支援として、予備自衛官又は即応予備自衛官の雇用主の理解と協力を

得ることを目的として、防衛省・自衛隊から雇用主に対して、その被用者である予備自

衛官等に係る訓練招集の予定期間等の情報を提供する制度が設けられた22。提供される

主な情報は、訓練招集に関しては、参加可能な招集訓練の日程、訓練内容、実施場所等、

実運用での招集に関しては、招集され自衛官となる期間の見通し等であり、いずれも招

集中に負傷した場合には負傷の程度や処置状況等が提供される。 

エ 即応予備自衛官育成協力企業給付金 

一般公募予備自衛官が即応予備自衛官に任用されるためには、即応予備自衛官として

 
20 対象は、即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体及び自家営業主（国、地方公共団体、公共法人及び即

応予備自衛官本人が自家営業主の場合を除く。）。要件は、①即応予備自衛官との間に以下に該当する雇用関

係を有していること。１週間の所定労働時間が30時間以上であり、１年以上引き続き雇用されることが見込

まれる。②招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとするなどの措置を講ずること

によって、人事考課上等不利益な取扱いをしないこと。③即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即

応予備自衛官制度等の周知に努めること。 
21 地本長とは、自衛隊地方協力本部の長のことをいう。自衛隊地方協力本部は、自衛隊の共同の機関であり、

自衛隊の受験、見学、質問、相談等の窓口である。 
22 自衛隊法第73条の２ 
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必要な知識・技能を修得するため、所要の訓練が必要になり、通常の予備自衛官に比べ

て平素の勤務先を離れる日数が増えることになる23。そこで、令和２（2020）年４月、平

常時の支援として、雇用企業の理解及び協力に資する給付金制度が設けられた24。給付金

は、１人当たり560,000円であり、基本特技を取得し、即応予備自衛官に任用された場合

に一括で雇用企業に支給される。令和６（2024）年度の支給実績は、448万円である。 

オ 雇用企業協力確保給付金 

東日本大震災や熊本地震の際、予備自衛官等が招集され、災害救援活動に従事し、活

動中には予備自衛官等が本業を離れざるを得なくなり、その間の雇用主に対する支援の

必要性が明らかになった。そこで、平成30（2018）年10月、招集時の支援として、予備

自衛官又は即応予備自衛官が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場

合や、招集中における公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場

合、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を雇用主に支給する制度

が新設された25。給付金は、日額34,000円であり、予備自衛官等である従業員が平素の勤

務先における事業に従事することができなかった日数分（上限90日）が雇用企業に支給

される。令和６（2024）年度の支給実績は、1,887万円である。 

カ 予備自衛官事業継続給付金 

令和７（2025）年９月、招集時の支援として、事業を営む予備自衛官又は即応予備自

衛官が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場合や、招集中における

公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、当該予備自衛官等

に対して、自ら行う事業の継続に資するための給付金が支給される制度が創設された26。

給付金は、日額34,000円であり、事業を営む予備自衛官等が平素の勤務先における事業

に従事することができなかった日数分（上限90日）が事業を営む予備自衛官又は即応予

備自衛官に支給される。 

キ 総合評価落札方式における加点評価 

平成27（2015）年６月から、防衛省が発注する建設工事の入札手続において、工事現

場となる駐屯地等に勤務経験のある予備自衛官等を現場配置する競争参加者については、

総合評価落札方式における加点評価が行われている。退職自衛官である予備自衛官等が

部隊の運用等に関する知見をいかし、駐屯地等との調整を円滑に進めることにより、工

事の品質の確保に寄与するとの観点から評価するものである。対象となるのは、自衛隊

 
23 基本特技付与のための教育訓練として、基本軽火器特技取得36日間、基本迫撃砲特技取得39日間となってお

り、最短で２年間を要する。 
24 対象は、一般公募予備自衛官を雇用する法人その他の団体及び個人事業主（国、地方公共団体、公共法人及

び一般公募予備自衛官本人が個人事業主である場合を除く。）。要件は、①一般公募予備自衛官との間に以下

に該当する雇用関係を有していること。１週間の所定労働時間が30時間以上であり、申請時において１年以

上引き続き雇用されることが見込まれる。②訓練招集等に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとするなど、

労働協約又は就業規則等により措置することによって、不利益な取扱いをしないことが明らかであること。

③雇用企業内において予備自衛官及び即応予備自衛官制度等の周知に努めること。④一般公募予備自衛官が

即応予備自衛官に任用されたときに雇用関係を有すること。 
25 自衛隊法第73条の３。対象は、予備自衛官又は即応予備自衛官を雇用する法人その他団体及び個人事業主（国、

地方公共団体及び公共団体を除く。）。 
26 自衛隊法第73条の４。対象は、個人事業主等の事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官。 
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の駐屯地、分屯地、基地、分屯基地及び演習場内の工事で予定価格がＷＴＯ基準額未満

のものである27。退職自衛官である予備自衛官又は即応予備自衛官を工事現場に配置す

る場合に0.5点から２点の評価点が加算される。令和６（2024）年度の適用実績は、346

件である。 

 

５．本法律案の概要 

予備自衛官等の未充足の状況が続く中、令和６（2024）年12月20日に取りまとめられた

「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」では、令

和８（2026）年度中に「国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の職を兼ねる場合にお

いても、訓練に参加しやすくするための制度整備を行う」こととされた。 

国家公務員及び地方公務員には、職務に専念する義務があり28、許可なく報酬を得ていか

なる事業・事務にも従事してはならないことになっている29。本法律案は、こうした制度の

特例を設けるものであり、その概要は以下のとおりである30。 

 

（１）国家公務員法等の特例 

 一般職の国家公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の

職務に従事することについて、当該職員の所轄庁の長の承認を受けることができる（第３

条第１項）31。第３条第１項の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練

招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、

その勤務しない時間については、国家公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適

用しない（同条第３項）32。また、第３条第１項の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務

に従事することについては、国家公務員法の兼業の許可を要しない（同条第４項）33。第３

条第１項の承認を受けた職員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応

ずるため勤務しない場合には、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額

を減額して給与を支給する（同条第５項）34。 

行政執行法人の職員に対する第３条第１項の承認について、所要の読替えを行うほか、

当該職員の給与の支給の基準については行政執行法人が定めることとし35、これを主務大

臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとする（第３条第２項、第６項及び

第７項）。 

 
27 ＷＴＯ基準額は、令和６（2024）年度から8.1億円、令和８（2026）年度から９億円となっている。 
28 国家公務員法第101条第１項及び地方公務員法第35条 
29 国家公務員法第104条及び地方公務員法第38条第１項 
30 このほか、目的（第１条）、定義（第２条）、政令への委任（第８条）が定められている。なお、施行期日は、

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日とされ（附則第１項）、暫定再任用短時

間勤務職員等に関する経過措置が定められている（附則第２項）。 
31 承認の対象は、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、これらの招集に応ずることを含む。

なお、招集命令とは、自衛隊法第70条第１項各号又は第75条の４第１項各号の規定による招集命令をいう。 
32 職務専念義務は免除とされる。 
33 招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、これらの招集に応ずることを含む。 
34 訓練招集命令又は教育訓練招集命令に応ずるため勤務しない場合には給与は減額されない。 
35 第３条第５項の規定を参酌して定めることとされている。 
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裁判所職員について、第３条第１項、第３項、第４項及び第５項の規定を準用する（第

４条）。また、自衛隊員について、第３条第１項、第３項及び第４項の規定を準用するとと

もに、その場合の給与については政令で定める（第５条）。 

 

（２）地方公務員法の特例 

 一般職の地方公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の

職務に従事することについて、当該職員の任命権者の承認を受けることができる（第６条

第１項）36。第６条第１項の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招

集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、

その勤務しない時間については、地方公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適

用しない（同条第３項）37。また、第６条第１項の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務

に従事することについては、地方公務員法の兼業の許可を要しない（同条第４項）38。 

特定地方独立行政法人の職員に対する第６条第１項の承認について、所要の読替えを行

う（第６条第２項）。 

 

（３）国の責務 

 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対す

る国民の関心と理解を深めるよう努めなければならないものとする（第７条）。 

 

６．おわりに 

小泉進次郎防衛大臣は、本法律案が閣議決定された４月３日の記者会見において、「今回

の法案は、民間の方々は対象ではありませんが、引き続き、予備自衛官等を雇用する企業

におかれましても、公務員に倣った措置を期待しており、今後の更なる予備自衛官の充足

率の向上に繋げていきたいと考えています」と述べている。 

令和６（2024）年度末における予備自衛官全体に占める公務員の割合は4.3％、即応予備

自衛官では1.2％、予備自衛官補では2.9％となっており、予備自衛官等の兼業を行う公務

員が倍増しても、予備自衛官等の充足率が大幅に向上するとは考えにくい。やはり、民間

企業における取組にどこまで波及するかが充足率向上の重要な要素となるであろう。本法

律案において国の責務として明記されているが、予備自衛官等の職務の重要性に対する国

民の関心と理解を深めるための広報活動等の成果が問われることになる。 

予備自衛官等の制度に関してはこれまで様々な施策が講じられてきたが、充足率の顕著

な向上には至らなかった。本法律案が成立した場合、予備自衛官等の充足率を含めた状況

にどのような影響を与えることになるのか、今後の動向が注目されよう。 

 

（あまいけ きょうこ） 

 
36 承認の対象は、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、これらの招集に応ずることを含む。 
37 職務専念義務は免除とされる。なお、職員の給与は条例で定める（地方公務員法第24条第５項）。 
38 招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、これらの招集に応ずることを含む。 


